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は
じ
め
に

　
平
安
時
代
、
正
月
二
十
日
前
後
に
行
わ
れ
た
宮
廷
詩
宴
、
内
宴
は
、
「
弘
仁
の
遺
美
」
（
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
仁
寿
二
年
正
月
二
十
二

日
条
）
と
称
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
弘
仁
」
（
嵯
峨
朝
）
に
起
源
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
、
西
本
昌
弘
は
「
唐
太
宗
の

先
例
に
倣
っ
た
も
の
と
み
て
よ
い
」
と
新
た
な
説
を
提
出
し
た

）
1
（

。
本
稿
は
西
本
説
を
検
証
し
、
内
宴
が
、
通
説
の
如
く
中
国
に
由
来
し
な

い
日
本
独
自
の
行
事
な
の
か
、
新
説
の
如
く
唐
太
宗
に
起
源
を
持
つ
の
か
を
論
じ
る

）
2
（

。

　
　
　
　
一
、
内
宴
に
つ
い
て

　
内
宴
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う

）
3
（

。
内
宴
は
、
「
廿
一
二
三
日
の
間
、
若
し
子ね

の

ひ日
有
ら
ば
便
ち
其
の
日
を
用
ゐ
る
」
（
『
撰
集
秘
記
』
所
引

「
清
涼
記
」
正
月
）
と
あ
る
よ
う
に
、
正
月
二
十
一
日
か
ら
二
十
三
日
の
間
で
、
子
日
が
あ
る
場
合
は
そ
の
日
に
行
わ
れ
る
。
内
教
坊
の
舞
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妓
に
よ
る
女
楽
奏
舞
と
、
文
人
に
よ
る
賦
詩
が
中
心
の
宴
で
、
天
皇
が
主
に
仁
寿
殿
に
出
御
し
て
開
く
。
菅
原
道
真
が
「
彼
の
恩
容
の

侍
臣
、
勅
喚
の
文
士
に
非
ざ
れ
ば
、
未
だ
曾
て
清
談
遊
宴
、
夢
想
追
歓
せ
ざ
る
者
か
」
（
「
早
春
侍
宴
仁
寿
殿
同
賦
春
暖
応
製
」
序
『
菅
家

文
草
』
巻
二
・
79
）
と
記
す
よ
う
に
、
天
皇
の
近
臣
で
な
け
れ
ば
参
加
で
き
ず
、
「
元
老
埶
卿
と
雖
も
、
其
の
事
に
預
り
侍
る
者
、
僅
か
に

十
以
還
」
（
小
野
篁
「
早
春
侍
宴
清
涼
殿
翫
鶯
花
応
製
」
序
『
本
朝
文
粋
』
巻
十
一
・

341
）
と
い
う
、
う
ち
う
ち
の
宴
で
あ
る
。
し
か
し
重

陽
宴
と
と
も
に
、
平
安
中
期
ま
で
開
催
さ
れ
、
宮
廷
詩
宴
と
し
て
重
要
な
地
位
を
占
め
た
。

　
内
宴
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
菅
原
道
真
編
『
類
聚
国
史
』
（
巻
七
十
二
・
歳
時
部
三
・
内
宴
）
の
記
載
が
参
考
に
な
る
。

　
　
　
　
内
宴

　
　
平
城
天
皇
大
同
四
年
正
月
戊廿

三

戌
。
曲
宴
。
楽
を
奏
す
。
四
位
以
上
に
被
を
賜
ふ
。

　
　
嵯
峨
天
皇
弘
仁
四
年
正
月
丙廿

二

子
。
後
殿
に
曲
宴
す
。
文
人
に
命
じ
て
詩
を
賦
せ
し
む
。
禄
を
賜
ふ
に
差
有
り
。

　
　
八
年
正
月
辛廿

一

巳
。
後
殿
に
曲
宴
す
。
女
楽
を
奏
す
。
侍
臣
に
綿
を
賜
ふ
に
差
有
り
。

　
　
九
年
正
月
乙廿

一

巳
。
曲
宴
。
侍
臣
に
綿
を
賜
ふ
に
差
有
り
。

　
　
十
年
正
月
乙二

十

亥
。
曲
宴
。

　
　
淳
和
天
皇
天
長
八
年
正
月
己廿

未
。
仁
寿
殿
に
於
て
内
宴
。
「
春
妓
応
製
詩
」
を
賦
せ
し
む
。
日
暮
れ
て
禄
を
賜
ふ
に
差
有
り
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
道
真
は
、
平
城
朝
大
同
四
年
に
起
源
を
置
い
て
い
る
が
、
こ
の
引
用
か
ら
も
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
正
月
二
十
日
辺

の
宴
は
、
ま
だ
「
内
宴
」
と
呼
ば
れ
て
お
ら
ず
、
「
曲
宴
」
（
臨
時
の
宴
）
と
称
さ
れ
て
い
る
。
正
式
な
公
事
と
し
て
確
立
し
て
い
な
か
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
道
真
の
時
代
に
は
既
に
宮
廷
詩
宴
と
し
て
確
立
し
て
お
り
、
道
真
が
内
宴
の
起
源
を
探
る
際
に
、
正
月

二
十
日
辺
の
宴
を
探
っ
た
結
果
、
こ
の
よ
う
な
記
述
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
嵯
峨
朝
に
は
正
月
の
曲
宴
が
恒
例
化
し
て
お
り
、
『
文
徳

実
録
』
が
「
弘
仁
の
遺
美
」
と
称
し
た
の
も
、
こ
れ
に
拠
ろ
う
。
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問
題
は
、
内
宴
が
日
本
独
自
の
宴
で
あ
る
か
否
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
道
真
の
次
の
詩
序
が
参
看
さ
れ
る
の
が
通
例
で

あ
る
。

　
　
夫
れ
早
春
の
内
宴
は
、
荊
楚
の
歳
時
に
聞
か
ず
、
姫
漢
の
遊
楽
を
踵つ

が
ず
。
君
が
故
を
作
り
し
自よ

り
、
我
が
聖
朝
に
及
べ
り
。

（
「
早
春
内
宴
侍
仁
寿
殿
同
賦
春
娃
無
気
力
応
製
」
序
『
菅
家
文
草
』
巻
二
・

148
）

　
例
え
ば
、
波
戸
岡
旭
は
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
「
『
荊
楚
歳
時
記
』
に
も
見
え
ず
、
周
漢
の
時
代
に
も
先
例
を
見
な
い
、
わ
が
国
独
自
の

行
事
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
」
と
解
釈
す
る

）
4
（

。
基
本
的
に
こ
の
理
解
が
現
在
ま
で
通
説
と
な
っ
て
お
り
、
内
宴
は
嵯
峨
朝
に
創
始
さ
れ

た
日
本
独
自
の
行
事
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る

）
5
（

。

　
　
　
　
二
、
「
太
宗
の
旧
風
」
説

　
西
本
昌
弘
は
、
如
上
の
通
説
に
対
し
て
異
論
を
述
べ
る
。
西
本
は
、
『
紫
明
抄
』
『
河
海
抄
』
若
菜
上
所
引
の
「
内
宴
記
」
に
「
唐
太
宗

の
旧
風
な
り
」
と
あ
る
こ
と
、
ま
た
、『
年
中
行
事
抄
』
内
宴
事
が
引
く
「
唐
暦
」
の
、
貞
観
三
年
春
正
月
甲
子
に
太
宗
が
「
貴
臣
に
内
宴
」

を
し
た
と
い
う
記
事
を
取
り
上
げ
、
特
に
後
者
に
つ
い
て
、『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』
よ
り
も
同
時
代
資
料
と
し
て
価
値
が
高
い
こ
と
に
触
れ
、

そ
の
『
唐
暦
』
に
「
内
宴
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
軽
視
で
き
な
い
。
太
宗
の
「
内
宴
」
が
貞
観
三
年
甲
子
（
二
十
二
日
）
に
開

か
れ
た
と
す
る
の
も
、
『
唐
暦
』
独
自
の
記
載
で
あ
る
が
、
子
の
日
に
あ
た
る
正
月
二
十
二
日
に
近
臣
を
「
内
宴
」
す
る
と
い
う
太
宗

の
故
事
は
、
そ
の
日ひ

な

み次
や
「
内
宴
」
と
い
う
名
称
の
点
で
日
本
の
内
宴
と
合
致
し
て
お
り
、
嵯
峨
天
皇
や
そ
の
周
辺
が
こ
の
故
事
を

参
照
し
て
内
宴
を
創
始
し
た
可
能
性
は
高
い
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
論
じ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
起
源
を
説
い
た
と
さ
れ
る
、
前
述
の
道
真
詩
序
に
つ
い
て
も
、
「
そ
の
よ
う
に
解
す
る
の
は
不
動
の
鉄

案
で
は
な
い
」
と
し
、
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「
君
が
故
を
作
せ
し
自
り
、
我
が
聖
朝
に
及
べ
り
」
と
は
、
周
漢
・
漢
代
や
南
北
朝
時
代
の
行
事
に
は
遡
ら
な
い
が
、
唐
代
の
君
主
が

創
始
し
、
わ
が
日
本
に
及
ん
だ
と
解
釈
す
る
余
地
は
あ
ろ
う
。
『
続
日
本
紀
』
庚
子
朔
条
が
唐
僧
鑑
真
の
来
日
の
こ
と
を
、
「
遠
く
槍そ

う

波は

を
渉わ

た

り
て
、
我
が
聖
朝
に
帰
す
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
も
参
考
と
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
『
菅
家
文
草
』
の
こ
の
一
節
か
ら
、

内
宴
が
日
本
起
源
の
行
事
で
あ
る
と
説
く
こ
と
は
、
断
案
と
ま
で
は
い
え
な
い
と
思
う
。

と
述
べ
、
『
唐
暦
』
が
『
日
本
国
現
在
書
目
録
』
に
著
録
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

空
海
ら
の
留
学
生
・
留
学
僧
が
『
唐
暦
』
を
入
手
し
て
持
ち
帰
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
し
て
、
日
本
の
内
宴
は
こ
の
『
唐
暦
』
の

記
事
に
依
拠
し
て
創
始
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
論
じ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
西
本
は
、
『
文
華
秀
麗
集
』
（
上
巻
・
16
）
所
収
の
、
王
孝
廉
「
奉
勅
陪
内
宴
詩
」
を
取
り
上
げ
、
「
弘
仁
五
年
（
八
一
四
）
五
月

に
来
日
し
た
渤
海
大
使
の
王
孝
廉
が
、
翌
六
年
正
月
の
内
宴
に
侍
し
て
詠
ん
だ
詩
」
と
推
測
す
る
。
そ
の
根
拠
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

『
類
聚
国
史
』
に
よ
る
と
、弘
仁
四
年
以
降
の
内
宴
（
曲
宴
）
は
、弘
仁
八
年
正
月
辛
巳
（
二
十
一
日
）
、九
年
正
月
乙
巳
（
二
十
一
日
）
、

十
年
正
月
己
亥
（
二
十
日
）
に
行
わ
れ
て
い
る
。
二
十
一
日
前
後
に
子
の
日
が
な
い
場
合
、
巳
の
日
の
二
十
一
日
や
亥
の
日
の
二
十

日
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
弘
仁
六
年
の
場
合
、
正
月
壬
辰
（
二
十
日
）
の
翌
日
が
癸
巳
（
二
十
一
日
）
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
国
史
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
弘
仁
六
年
の
内
宴
は
正
月
癸
巳
（
二
十
一
日
）
に
催
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
、
王

孝
廉
は
こ
の
日
に
内
裏
の
後
殿
に
招
か
れ
、
宴
に
侍
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
内
宴
│
前
掲
『
類
聚
国
史
』
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
時
期
「
曲
宴
」
と
称
さ
れ
る
│
が
、
正
月
二
十
日
辺
に
開
か
れ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
王
孝
廉
が
陪
し
た
内
宴
も
そ
の
時
期
で
あ
り
、
干
支
と
の
関
連
を
勘
案
し
て
、
弘
仁
六
年
正
月
二
十
一
日
内
宴
で
の

作
と
推
定
す
る
の
で
あ
る
。
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そ
の
上
で
、
「
『
文
華
秀
麗
集
』
所
見
の
内
宴
を
正
月
二
十
一
日
の
内
宴
と
み
て
よ
い
と
す
る
と
、
少
な
く
と
も
弘
仁
六
年
に
は
内
宴
の

語
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
。

　
以
上
の
よ
う
な
検
討
を
経
て
、
西
本
は
、
内
宴
は
唐
太
宗
の
先
例
に
倣
っ
た
も
の
で
、
弘
仁
年
間
か
ら
「
内
宴
」
と
呼
称
さ
れ
、
「
公
宴

に
準
じ
る
年
中
行
事
と
し
て
開
催
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
三
、
「
内
宴
」
と
い
う
呼
称
と
『
唐
暦
』
、
王
孝
廉
内
宴
詩

　『
唐
暦
』
と
内
宴
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

）
6
（

で
も
触
れ
た
。
こ
の
点
は
、
内
宴
と
い
う
呼
称
の
問
題
と
も
関
わ
る
の
で
、
王
孝
廉
の
内

宴
詩
と
と
も
に
再
検
討
す
る
。

　
ま
ず
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
正
月
二
十
日
辺
の
宴
を
、
嵯
峨
朝
で
は
内
宴
と
呼
称
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第

一
節
に
掲
げ
た
『
類
聚
国
史
』
の
記
載
を
確
認
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
西
本
が
い
う
よ
う
に
、
『
唐
暦
』
に
記
載
さ
れ
る
唐
太
宗
の
内
宴

を
参
考
に
し
て
、
嵯
峨
朝
に
創
始
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
何
故
内
宴
と
呼
ば
れ
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。

　
西
本
は
、
嵯
峨
朝
に
内
宴
と
呼
称
さ
れ
た
例
と
し
て
、
王
孝
廉
の
内
宴
詩
を
取
り
上
げ
る
が
、
そ
の
論
法
に
は
疑
問
が
あ
る
。
西
本
は
、

「
弘
仁
六
年
の
内
宴
は
正
月
癸
巳
（
二
十
一
日
）
に
催
さ
れ
た
可
能
性
が
高
く
、
王
孝
廉
は
こ
の
日
に
内
裏
の
後
殿
に
招
か
れ
、
宴
に
侍
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
の
だ
が
、
先
に
注
意
し
た
よ
う
に
、
当
時
、
正
月
二
十
日
辺
の
曲
宴
を
内
宴
と
呼
ん
だ
例
は
な
い
。
そ
れ

な
の
に
何
故
、
王
孝
廉
の
内
宴
を
正
月
二
十
日
辺
の
、
い
わ
ゆ
る
正
月
内
宴
で
の
作
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
王
孝

廉
の
内
宴
詩
を
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
に
は
、
弘
仁
年
間
に
正
月
二
十
日
辺
の
曲
宴
が
内
宴
と
呼
称
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
。

　『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年
四
月
三
日
条
に
は
、「
内
宴
。
妓
を
奏
す
」
と
あ
る
が
、
日
付
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
正
月
内
宴
で
は
な
い
。
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そ
し
て
こ
れ
が
国
史
に
見
え
る
、
嵯
峨
朝
唯
一
の
「
内
宴
」
の
例
で
あ
る

）
7
（

。
つ
ま
り
、
嵯
峨
朝
に
於
い
て
は
、
「
内
宴
」
と
い
う
言
葉
は
、

正
月
二
十
日
辺
の
曲
宴
に
の
み
使
わ
れ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
り
│
繰
り
返
す
が
、
嵯
峨
朝
に
正
月
二
十
日
辺
の
宴
を
内
宴
と
呼
称
し

た
例
は
な
い
│
、
王
孝
廉
の
内
宴
を
正
月
二
十
日
辺
に
求
め
る
根
拠
は
な
い
。
西
本
は
、
王
孝
廉
の
内
宴
を
弘
仁
六
年
正
月
二
十
一
日
の

も
の
と
推
定
し
た
上
で
、
「
『
文
華
秀
麗
集
』
所
見
の
内
宴
を
正
月
二
十
一
日
の
内
宴
と
み
て
よ
い
と
す
る
と
、
少
な
く
と
も
弘
仁
六
年
に

は
内
宴
の
語
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
。
内
宴
の
語
自
体
は
先
述
し
た
通
り
、
弘
仁
二
年
四
月
三
日
に
も
見
え
る
の
で
、

西
本
が
こ
こ
で
い
う
の
は
、
正
月
二
十
日
辺
の
宴
を
内
宴
と
称
す
る
こ
と
が
成
立
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
こ
の
論
法

は
不
審
で
あ
る
。
王
孝
廉
の
内
宴
詩
が
弘
仁
六
年
正
月
二
十
一
日
の
作
で
あ
る
と
い
う
根
拠
は
、
少
な
く
と
も
嵯
峨
朝
に
於
い
て
、
正
月

二
十
日
辺
の
曲
宴
が
内
宴
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
と
い
う
前
提
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
│
し
か
も
、
正
月
以
外
の
内
宴
の
例
が
あ
る
の
だ

か
ら
、
王
孝
廉
の
内
宴
は
正
月
以
外
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
│
、
そ
の
よ
う
な
前
提
で
論
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
の
に
、「
『
文

華
秀
麗
集
』
所
見
の
内
宴
を
正
月
二
十
一
日
の
内
宴
と
み
て
よ
い
と
す
る
と
、
少
な
く
と
も
弘
仁
六
年
に
は
内
宴
の
語
が
成
立
し
て
い
た

こ
と
に
な
る
」
と
論
じ
る
の
は
、
循
環
論
法
に
陥
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
私
は
、
や
は
り
国
史
が
嵯
峨
朝
の
正
月
二
十
日
辺
の
宴
を
内
宴
で
は
な
く
、
曲
宴
と
記
し
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

そ
も
そ
も
内
宴
と
い
う
語
は
、
う
ち
う
ち
の
私
的
な
宴
を
意
味
す
る
普
通
名
詞
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
が
正
月
二
十
日
辺
の
宴
の
呼
称

と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
固
定
し
て
い
く
か
が
大
き
な
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
西
本
は
、
「
国
史
が
内
宴
の
こ
と
を
曲
宴
と
表
記
し
て
い
る

こ
と
に
大
き
な
意
味
は
な
く
、
内
宴
は
弘
仁
年
間
か
ら
す
で
に
内
宴
と
よ
ば
れ
…
…
」
と
い
う
が
、
繰
り
返
し
た
よ
う
に
、
弘
仁
年
間
に

正
月
曲
宴
を
内
宴
と
呼
ん
だ
例
は
な
く
、
曲
宴
と
し
か
表
記
し
て
い
な
い
。
そ
れ
を
「
大
き
な
意
味
は
な
く
…
…
」
と
確
か
な
根
拠
も
な

く
退
け
て
し
ま
う
姿
勢
に
は
従
え
な
い
。

　『
唐
暦
』
と
内
宴
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
で
次
の
よ
う
な
憶
測
を
述
べ
た
。
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太
宗
の
内
宴
は
「
正
月
甲
子
」
、
つ
ま
り
子
日
に
催
さ
れ
て
い
た
が
、
我
が
国
の
内
宴
と
子
日
は
、
『
清
涼
記
』
（
『
撰
集
秘
記
』
所
引
）

や
『
北
山
抄
』
に
「
（
内
宴
の
日
程
は
）
廿
一
二
三
日
の
間
、
若
し
子
日
有
ら
ば
便
ち
其
の
日
を
用
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
密
接
に
関
係

す
る
。
…
…
内
宴
の
成
立
過
程
に
子
日
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
天
長
期
最
初
の
内
宴
で
あ
る

天
長
八
年
次
は
子
日
で
は
な
い
が
、
内
宴
が
、
本
来
子
日
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
っ
た
正
月
二
十
日
辺
の
宴
な
の
で
あ
れ
ば
、
中
国

に
お
い
て
も
行
わ
れ
た
私
宴
（
太
宗
の
内
宴
）
を
、
子
日
と
の
関
わ
り
で
典
拠
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

）
8
（

。

　
西
本
説
を
承
け
て
も
こ
の
憶
測
以
上
の
こ
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
う
。
天
長
八
年
六
月
一
日
に
も
「
内
宴
」
が
行
わ
れ
て
い
る
が
（
『
日

本
紀
略
』
）
、
そ
れ
以
後
、
内
宴
の
語
は
正
月
内
宴
の
み
を
指
す
よ
う
に
な
る
の
で
、
内
宴
と
い
う
呼
称
は
、
正
月
二
十
日
辺
の
宮
廷
詩
宴

を
表
す
語
と
し
て
、
淳
和
・
仁
明
朝
に
か
け
て
確
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
過
程
で
、
恐
ら
く
淳
和
朝
に
、
権
威
化
の
た
め
に
、
典
拠

と
し
て
、
太
宗
の
内
宴
と
い
う
呼
称
が
利
用
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
四
、
道
真
の
詩
序

　
道
真
の
詩
序
の
当
該
部
分
を
再
読
し
て
み
よ
う
。
日
本
起
源
説
も
太
宗
起
源
説
も
こ
の
部
分
の
解
釈
に
基
づ
く
か
ら
で
あ
る
。
今
一
度

本
文
を
、
原
文
と
と
も
に
掲
げ
る
。

　
　
夫
早
春
内
宴
者
、 

夫
れ
早
春
の
内
宴
は
、

　
　
不
聞
荊
楚
之
歳
時
、 

荊
楚
の
歳
時
に
聞
か
ず
、

　
　
非
踵
姫
漢
之
遊
楽
。 

姫
漢
の
遊
楽
を
踵
が
ず
。

　
　
自
君
作
故
、 

 

君
が
故
を
作
り
し
自よ

り
、

　
　
及
我
聖
朝
。 

 

我
が
聖
朝
に
及
べ
り
。



8

　
西
本
は
、
こ
の
部
分
を
、
「
周
漢
・
漢
代
や
南
北
朝
時
代
の
行
事
に
は
遡
ら
な
い
が
、
唐
代
の
君
主
が
創
始
し
、
わ
が
日
本
に
及
ん
だ
」

と
解
釈
し
て
い
る
。
「
不
聞
荊
楚
之
歳
時
、
非
踵
姫
漢
之
遊
楽
」
を
「
周
漢
・
漢
代
や
南
北
朝
時
代
の
行
事
に
は
遡
ら
な
い
」
と
、
「
自
君

作
故
、
及
我
聖
朝
」
を
「
唐
代
の
君
主
が
創
始
し
、
わ
が
日
本
に
及
ん
だ
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
君
」
を
「
唐
代
の
君
主
」
、

「
我
聖
朝
」
を
「
わ
が
日
本
」
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。

　「
荊
楚
之
歳
時
」
は
、荊
楚
の
年
中
行
事
の
意
。
梁
の
宗
懍
『
荊
楚
歳
時
記
』
に
記
さ
れ
る
。
「
姫
漢
」
は
、周
と
漢
。
姫
は
周
の
姓
。
「
自

君
作
故
」
は
、
天
子
が
先
例
を
作
っ
て
以
来
の
意
。
後
漢
の
張
衡
「
西
京
賦
」
（
『
文
選
』
巻
二
）
に
「
君
が
故
を
作
り
し
自
り
、
何
の
礼

か
之
れ
拘
ら
ん
」
と
あ
る
の
を
使
っ
た
表
現
で
、
李
善
注
に
は
「
国
語
、
魯
侯
曰
は
く
、
君
、
故
事
を
作
る
。
韋
昭
曰
は
く
、
君
の
作
る

所
な
れ
ば
則
ち
故
事
と
為
す
也
」
と
あ
り
、
君
（
天
子
）
が
故
事
・
先
例
を
作
る
こ
と
を
い
う
。
通
説
に
異
を
唱
え
る
西
本
は
、
「
嵯
峨
が

創
始
し
て
光
孝
に
及
ん
だ
の
な
ら
、「
弘
仁
聖
主
」
が
故
を
作
り
、「
今
上
」
に
及
べ
り
な
ど
と
記
す
は
ず
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
る
の
だ
が
、

こ
こ
は
次
句
と
と
も
に
四
字
句
構
成
で
、「
西
京
賦
」
の
「
自
君
作
故
」
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
表
現
で
あ
る

）
9
（

。
西
本
の
理
屈
か
ら
い
え
ば
、

「
自
唐
太
宗
作
故
」
と
で
も
表
現
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
西
本
は
、
「
我
聖
朝
」
を
「
わ
が
日
本
」
と
解
し
て
い
る
が
、
「
聖
朝
」
は
、
今
の
天
子
の
時
代
を
尊
ん
で
い
う
語
で
あ
る
。
ま
た
、
天

子
そ
の
も
の
を
指
す
場
合
も
あ
る
が
、
こ
こ
は
前
者
。
後
漢
の
陳
琳
「
檄
呉
将
校
部
曲
文
」
（
『
文
選
』
巻
四
十
四
）
に
「
聖
朝
は
寬
仁
覆

載
に
し
て
、

允
ま
こ
と

に
信
允
に
文
、
大
い
に
爵
命
を
啓
き
て
、
以
て
四
方
に
示
す
」
と
見
え
る
「
聖
朝
」
は
、
後
漢
の
献
帝
を
指
し
、
そ
の
恵

み
深
き
を
讃
え
る
。
蜀
の
李
密
「
陳
情
事
表
」
（
同
巻
三
十
七
）
に
「
伏
し
て
惟
み
れ
ば
、
聖
朝
孝
を
以
て
天
下
を
治
む
」
と
あ
る
の
は
、

晉
の
武
帝
の
御
代
が
孝
で
治
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
こ
の
他
『
文
選
』
に
多
く
の
例
を
見
る
。
白
居
易
に
も
「
策
林
五
十
二
」
の
「
議

井
田
阡
陌
」
（
『
白
氏
文
集
』
巻
四
十
七
・

2069
）
に
「
秦
漢
自
り
聖
朝
に
迄お

よ

ぶ
ま
で
、
因
循
し
て
未
だ
遷
ら
ず
、
積
習
し
て
弊
と
成
る
」
と
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あ
り
、
新
釈
漢
文
大
系

）
10
（

は
「
秦
、
漢
以
来
、
聖
な
る
天
子
様
が
し
ろ
し
め
す
当
代
に
お
よ
ん
で
も
、
未
だ
に
古
く
か
ら
の
習
慣
は
変
わ
る

こ
と
な
く
、
長
年
の
悪
習
は
弊
害
を
作
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
」
と
訳
す
。
当
該
詩
序
の
作
者
、
道
真
に
は
、
「
為
大
学
助
教
善
淵
朝
臣
永
貞

請
解
官
侍
母
表
」
（
『
菅
家
文
草
』
巻
十
・

614
）
に
「
伏
し
て
惟
み
れ
ば
、
聖
朝
は
民
の
父
母
為
り
て
、
孝
を
以
て
治
を
行
ふ
」
、
「
為
右
大

臣
依
故
太
政
大
臣
遺
教
以
水
田
施
入
興
福
寺
願
文
〈
貞
観
十
五
年
九
月
二
日
〉
」
（
同
前
巻
十
一
・

644
）
に
「
恩
沢
追
贈
の
礼
、
寵
章
を
聖

朝
に
譲
り
、
権
車
引
摂
の
因
、
勤
修
を
家
僕
に
禁
ず
」
他
の
例
が
あ
る
が
、
前
者
は
、
清
和
天
皇
が
「
民
の
父
母
」
で
あ
り
「
孝
を
以
て

治
を
行
ふ
」
と
い
い
、
後
者
の
「
恩
沢
追
贈
の
礼
、
寵
章
を
聖
朝
に
讓
り
」
は
、
貞
観
十
四
年
九
月
四
日
に
清
和
天
皇
の
策
命
に
よ
り
、

藤
原
良
房
が
忠
仁
と
い
う
謚
号
を
贈
ら
れ
、
美
濃
公
に
封
じ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
同
十
月
十
日
に
、
基
経
が
「
停
廃
」
を
望
ん
だ
こ

と
を
い
う
。
同
日
、
清
和
が
基
経
の
願
い
を
聞
き
入
れ
な
い
と
い
う
勅
答
を
下
す
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
「
今
卿
の
上
表
、
公
の
為
に
之
れ

を
譲
る
」
と
い
う
表
現
も
見
え
る
（
以
上
、
『
日
本
三
代
実
録
』
）
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
聖
朝
」
は
、
清
和
天
皇
を
指
す
。

　
以
上
の
例
を
勘
案
す
れ
ば
、
「
我
が
聖
朝
に
及
べ
り
」
を
「
我
が
日
本
に
及
ん
だ
」
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
光
孝
天
皇
の
御
代
に

及
ん
だ
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
君
が
故
を
作
り
し
自
り
、
我
が
聖
朝
に
及
べ
り
」
は
、
天
子
が
先
例
を
作
ら
れ
て
以
来
、
我
が
光
孝
天
皇

の
御
代
に
ま
で
及
ん
だ
の
だ
、
と
通
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る

）
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（

。

　
も
ち
ろ
ん
可
能
性
で
い
え
ば
、
「
自
君
作
故
」
の
「
君
」
を
唐
太
宗
と
解
釈
す
る
餘
地
は
あ
る
。
し
か
し
、
「
荊
楚
の
歳
時
に
聞
か
ず
、

姫
漢
の
遊
楽
を
踵
が
ず
」
を
、
「
荊
楚
の
年
中
行
事
に
聞
い
た
こ
と
も
な
く
、
周
漢
の
遊
楽
の
跡
を
継
い
だ
も
の
で
も
な
い
（
唐
太
宗
に
依

拠
す
る
の
だ
）
」
と
（
　
）
を
補
っ
て
解
釈
で
き
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
代
表
的
な
年
中
行
事
で
も
聞
い
た
こ
と
は
な
く
、
古
代
中
国
の

遊
楽
を
継
ぐ
も
の
で
は
な
い
と
、
「
荊
楚
」
「
姫
漢
」
で
中
国
を
代
表
さ
せ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う

）
12
（

。
も
し
、
唐
太
宗
を
継
ぐ
と
い
う

内
容
を
加
え
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
、
紀
斉
名
「
三
月
尽
同
賦
林
亭
春
已
晩
各
分
一
字
応
教
」
序
（『
本
朝
文
粋
』
巻
八
・

220
）
の
「
夫

れ
三
月
尽
は
、
虞
夏
の
文
、
略
し
て
載
せ
ず
、
荊
楚
の
俗
、
得
て
称
す
る
無
し
。
皇
唐
以
降
、
元
白
の
流
、

粗
あ
ら
あ
ら

篇
章
を
布
き
、
之
れ
を
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竹
帛
に
垂
る
」
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
文
章
は
、
前
半
は
、
道
真
詩
序
の
表
現
に
基
づ
き
、
「
虞
夏
の
文
」
に

も
「
荊
楚
の
俗
」
に
も
記
さ
れ
な
い
と
述
べ
、
し
か
し
、
唐
以
後
元
白
の
類
が
多
く
の
作
品
を
広
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
内
宴
が
太
宗

の
旧
風
な
の
で
あ
れ
ば
、
斉
名
の
詩
序
の
如
く
、
「
荊
楚
の
歳
時
に
聞
か
ず
、
姫
漢
の
遊
楽
を
踵
が
ず
」
の
後
に
、
し
か
し
、
太
宗
が
新
た

な
風
を
作
り
云
々
な
ど
と
続
け
る
の
で
は
な
い
か
。

　
惟
宗
孝
言
「
納
和
歌
集
等
於
平
等
院
経
蔵
記
」
（
『
本
朝
続
文
粋
』
巻
十
一
）
は
、
冒
頭
、
和
歌
に
つ
い
て
「
和
歌
は
、
八
万
十
二
の
教

文
に
関
は
ら
ず
、
姫
旦
孔
父
の
典
籍
に
載
す
る
こ
と
無
し
」
と
、
仏
典
に
も
儒
教
経
典
に
も
見
え
な
い
と
述
べ
た
上
で
、
日
本
独
自
の
風

俗
で
あ
る
と
続
く
の
だ
が
、
道
真
詩
序
の
「
夫
れ
早
春
の
内
宴
は
、
荊
楚
の
歳
時
に
聞
か
ず
、
姫
漢
の
遊
楽
を
踵
が
ず
」
も
同
様
な
文
脈

と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
何
よ
り
も
、
道
真
と
同
じ
く
儒
家
た
ち
が
内
宴
を
本
朝
の
行
事
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

　
大
江
朝
綱
「
早
春
侍
内
宴
賦
聖
化
万
年
春
応
製
」
序
（
『
本
朝
文
粋
』
巻
九
・

234
）
に
は
、

臣
故
事
を
検
す
る
に
、
三
春
の
初
め
、
九
重
の
内
、
密
宴
を
燕
寝
に
設
け
、
近
臣
に
賜
ふ
に
鸞
觴
を
以
て
す
る
は
、
蓋
し
本
朝
の
前
蹤
、

早
春
の
内
宴
也
。

と
あ
り
、
内
宴
を
「
本
朝
の
前
蹤
」
と
い
う
。
ま
た
、
藤
原
俊
憲
「
早
春
内
宴
侍
仁
寿
殿
同
春
生
聖
化
中
応
製
」
序
（
田
安
徳
川
家
蔵
『
内

宴
記
』
）
に
は

　
　
内
宴
の
時
義
遠
い
哉
。
源
は
弘
仁
の
聖
朝
に
起
こ
り
、
慶
は
長
元
の
宝
暦
に
及
ぶ
。

と
あ
り
、
明
確
に
弘
仁
起
源
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。

　
朝
綱
、
俊
憲
と
い
う
儒
家
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
事
実
を
無
視
す
べ
き
で
は
な
い
。



内
宴
の
起
源

11

　
　
　
　
五
、
唐
太
宗
と
嵯
峨
朝
│
君
臣
唱
和
を
め
ぐ
っ
て
│

　
以
上
述
べ
来
た
っ
た
よ
う
に
、
西
本
が
述
べ
る
、
内
宴
唐
太
宗
起
源
説
は
成
り
立
た
な
い
と
思
わ
れ
る
。
内
宴
は
、
嵯
峨
朝
に
起
源
を

持
ち
、
当
初
は
曲
宴
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
の
が
、
淳
和
朝
に
『
唐
暦
』
の
記
載
に
基
づ
き
、
内
宴
と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考

え
ざ
る
を
得
な
い
。
宴
自
体
は
嵯
峨
朝
に
起
源
が
あ
り
、
そ
の
正
月
曲
宴
を
内
宴
と
呼
称
す
る
根
拠
に
太
宗
の
故
事
が
必
要
と
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
そ
れ
は
嵯
峨
朝
で
は
な
く
淳
和
朝
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
嵯
峨
朝
に
誕
生
し
た
内
宴
が
太
宗
の
内
宴
に
倣
っ

た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
も
そ
も
嵯
峨
朝
で
正
月
曲
宴
を
内
宴
と
呼
称
し
た
こ
と
は
な
く
、
儒
家
で
あ
る
道
真
ら
も
本
朝
起
源
だ
と
考
え

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
嵯
峨
朝
は
唐
太
宗
の
事
績
に
倣
っ
た
事
業
が
見
出
せ
る
。
し
か
し
、
同
じ
よ
う
な
事
業
・
文
事
と
は
い
え
、
子
細
に
見
れ
ば

違
い
は
あ
る
し
、
唐
太
宗
由
来
か
否
か
を
再
検
証
す
る
必
要
も
あ
ろ
う
。

　
例
え
ば
、
嵯
峨
朝
の
特
徴
と
し
て
頻
繁
に
言
及
さ
れ
る
、
嵯
峨
と
臣
下
と
の
唱
和
詩
の
存
在
が
あ
る
。
西
本
も
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

大
須
文
庫
本
『
翰
林
学
士
集
』
に
は
太
宗
と
群
臣
四
十
七
名
と
の
侍
宴
応
詔
詩
な
ど
計
五
十
一
首
と
詩
序
一
首
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、

日
本
の
弘
仁
・
天
長
期
詩
壇
と
同
様
の
様
相
が
、
唐
の
太
宗
の
時
代
に
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
…
…
日
本
の
政
治
・

文
化
を
唐
朝
創
業
期
で
あ
る
太
宗
の
時
代
に
倣
っ
て
近
代
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
太
宗
と
群
臣
の
君
臣
唱
和
と
嵯
峨
朝
の
そ
れ
は
近
似
し
て
い
る
面
が
あ
る
。
『
翰
林
学
士
集
』
に
は
、
太
宗
へ
唱
和
し
た
群
臣
の

作
が
収
載
さ
れ
、
嵯
峨
朝
が
「
君
臣
唱
和
」
を
特
徴
と
す
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
相
違
点
も
あ
る
。
『
翰
林
学
士
集
』
を
見
れ
ば
、
収
め
ら
れ
た
唱
和
（
奉
和
）
詩
は
、
「
君
」
が
「
唱
」
え
た
詩
に
「
臣
」
が

「
和
」
す
の
が
す
べ
で
て
あ
る
。
し
か
し
、
嵯
峨
朝
は
そ
う
で
は
な
い
。
臣
下
の
作
に
和
し
た
も
の
が
多
く
見
え
る
。
嵯
峨
の
天
皇
在
位
時
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代
の
み
一
覧
す
る
。

　
　
和
左
大
将
軍
藤
冬
嗣
河
陽
作
（
『
凌
雲
集
』
14
）

　
　
和
左
金
吾
将
軍
藤
緒
嗣
過
交
野
離
宮
感
旧
作
（
同
前
・
15
）

　
　
和
左
衛
督
朝
嘉
通
寓
直
周
廬
聴
早
雁
之
作
（
同
前
・
16
）

　
　
和
菅
清
公
秋
夜
途
中
聞
笙
（
同
前
・
17
）

　
　
和
清
公
賦
早
雪
（
同
前
・
18
）

　
　
和
進
士
貞
主
初
春
過
菅
祭
酒
旧
宅
悵
然
傷
懐
簡
布
巨
藤
三
秀
才
作
一
絶
（
同
前
・
19
）

　
　
和
金
吾
将
軍
良
安
世
春
斎
別
筑
前
王
太
守
還
任
（
『
文
華
秀
麗
集
』
巻
上
・
19
）

　
　
和
光
法
師
遊
東
山
之
什
（
同
前
巻
中
・
72
）

　
　
和
澄
公
臥
病
述
懐
之
作
（
同
前
巻
中
・
76
）

　
　
和
尚
書
右
丞
良
安
世
銅
雀
台
（
同
前
巻
中
・
81
）

　
　
和
菅
清
公
傷
忠
法
師
（
同
前
巻
中
・
86
）

　
　
和
巨
識
人
春
日
四
詠
（
同
前
巻
下
・

110
、

111
）

　
　
和
内
史
貞
主
秋
月
歌
（
同
前
巻
下
・

137
）

　
　
和
藤
朝
臣
春
日
過
前
尚
書
秋
公
帰
病
之
作
（
『
経
国
集
』
巻
十
一
・
98
）

　
　
和
菅
清
公
春
雨
之
作
（
同
前
巻
十
一
・

102
）

　
藤
原
冬
嗣
や
良
岑
安
世
の
よ
う
な
高
官
・
近
臣
だ
け
で
は
な
く
、
『
凌
雲
集
』
19
の
和
詩
は
、
「
進
士
貞
主
」
、
す
な
わ
ち
当
時
文
章
生
で

あ
っ
た
滋
野
貞
主
に
和
し
た
作
で
、
そ
の
上
で
「
布
・
巨
・
藤
三
秀
才
」
と
い
う
三
人
の
文
章
得
業
生
に
送
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ



内
宴
の
起
源

13

を
卑
位
の
身
分
ま
で
を
も
詩
に
よ
っ
て
取
り
込
も
う
と
す
る
、
あ
る
種
政
治
的
な
行
動
と
取
る
か
、
そ
う
し
た
政
治
性
を
排
除
し
た
、
詩

へ
の
興
趣
に
よ
る
私
的
関
係
と
取
る
か
、
明
確
に
判
断
で
き
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
嵯
峨
が
、
詩
を
介
し
て
隔
絶
し
た
身

分
の
人
物
の
作
に
和
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
太
宗
の
唱
和
と
の
差
異
が
際
立
と
う
。
『
全
唐
詩
』
を
閲
し
て
も
、
太
宗
が
臣
下
の

作
に
和
し
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る

）
13
（

。

　
嵯
峨
朝
と
唐
太
宗
の
時
代
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
お
わ
り
に

　
内
宴
の
起
源
に
関
す
る
新
説
を
検
証
し
て
き
た
。
資
料
を
検
討
す
る
限
り
、
内
宴
は
「
太
宗
の
旧
風
」
で
は
な
く
、
日
本
独
自
の
行
事

で
あ
り
、
名
称
を
付
す
際
、
権
威
化
の
た
め
に
、
太
宗
の
「
内
宴
」
と
い
う
呼
称
を
借
り
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
嵯
峨
朝
に
は
確

か
に
太
宗
に
倣
っ
た
政
策
が
あ
る
が
、
太
宗
に
引
き
つ
け
す
ぎ
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
太
宗
の
文
事
と
近
似
す
る
例

が
あ
る
と
い
っ
て
も
相
違
点
も
あ
る
。
君
臣
唱
和
の
あ
り
方
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
し
、
そ
こ
に
こ
そ
嵯
峨
朝
の
性
質
が
表
れ
て
い
る
。

　
嵯
峨
朝
の
文
事
は
「
文
章
経
国
」
思
想
を
基
盤
と
し
、
政
治
と
文
学
が
緊
密
に
結
び
つ
い
た
世
界
だ
と
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
年

中
行
事
、
行
幸
先
に
よ
る
多
く
の
詩
宴
の
開
催
、
君
臣
唱
和
、
勅
撰
集
の
編
纂
な
ど
、
い
か
に
も
「
文
章
経
国
」
の
世
界
と
い
え
る
。
が
、

既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
君
臣
唱
和
と
い
う
方
法
自
体
が
、
嵯
峨
の
私
的
意
志
に
関
わ
る

）
14
（

。
「
文
章
経
国
」
の
受
容
に
つ
い
て
も
、
従
来
、

嵯
峨
朝
の
国
家
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
だ
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
が
、
勅
撰
集
編
纂
の
理
念
と
し
て
利
用
さ
れ
た
も
の
で
、
嵯
峨
朝
全
体
を
覆
う

文
学
的
思
潮
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る

）
15
（

。
嵯
峨
朝
の
文
事
は
経
国
性
を
持
つ
と
い
う
理
解
が
一
般
化
し
、
そ
の
こ
と
を
前

提
に
論
が
立
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
も
う
一
度
、
フ
ラ
ッ
ト
な
視
点
で
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
太
宗
の
政
策
と
の
関
連
も
含
め
、

嵯
峨
朝
の
文
事
は
、
な
お
検
討
の
餘
地
を
残
し
て
い
る
。
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注（
1
） 
西
本
昌
弘
「
嵯
峨
朝
に
お
け
る
重
陽
宴
・
内
宴
と
『
文
鏡
秘
府
論
』
」（
北
山
円
正
他
編
『
日
本
古
代
の
「
漢
」
と
「
和
」
│
嵯
峨
朝
の
文
学
か
ら
考
え
る
』

ア
ジ
ア
遊
学

188
・
勉
誠
出
版
・
二
〇
一
五
年
）
。
な
お
、
西
本
は
既
に
「
「
唐
風
文
化
」
か
ら
「
国
風
文
化
」
へ
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
第
5
巻
・

古
代
5
』
岩
波
書
店
・
二
〇
一
五
年
）
に
於
い
て
も
同
様
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
但
し
、
論
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
西
本
説
と
し
て
は

ア
ジ
ア
遊
学
所
収
論
稿
を
取
り
上
げ
る
。

（
2
） 

な
お
、山
中
裕
「
内
宴
」（
『
平
安
時
代
史
事
典
』
角
川
書
店
・
一
九
九
四
年
）
も
「
中
国
よ
り
渡
来
し
た
も
の
」
と
述
べ
る
が
、根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

（
3
） 

以
下
、
内
宴
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
内
宴
」
（
『
天
皇
と
文
壇
　
平
安
前
期
の
公
的
文
学
』
和
泉
書
院
・
二
〇
〇
七
年
、
一
九
九
五
年
初
出
）
に
詳
述

し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
以
下
の
見
解
も
基
本
的
に
変
わ
っ
て
い
な
い
。

（
4
） 

波
戸
岡
旭
「
内
宴
詩
考
」
（
『
宮
廷
詩
人
　
菅
原
道
真
│
『
菅
家
文
草
』
『
菅
家
後
集
』
の
世
界
』
笠
間
書
院
・
二
〇
〇
五
年
、
一
九
九
四
年
初
出
）
。

（
5
） 

山
中
裕
『
平
安
朝
の
年
中
行
事
』
（
塙
書
房
・
一
九
七
二
年
）
「
春
の
行
事
・
内
宴
」
は
、
根
拠
を
挙
げ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
内
宴
は
特
に
大
陸
の

風
習
の
輸
入
と
す
る
必
要
も
な
か
ろ
う
」
と
い
う
。

（
6
） 

拙
稿
「
内
宴
」
（
前
掲
）
。

（
7
） 『
日
本
後
紀
』
は
残
欠
な
の
で
厳
密
に
は
他
の
例
が
存
す
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
『
類
聚
国
史
』
の
記
載
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
、
正
月
曲
宴
を
内

宴
と
称
し
た
例
が
な
く
、
そ
の
上
で
、
他
の
月
に
内
宴
と
称
さ
れ
る
宴
が
あ
っ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

（
8
） 

拙
稿
「
内
宴
」
（
前
掲
）
。

（
9
） 「
西
京
賦
」
を
典
拠
と
す
る
こ
と
、
早
く
、
柿
村
重
松
『
本
朝
文
粋
註
釈
』
（
冨
山
房
・
一
九
六
八
年
、
一
九
二
二
年
初
版
）
、
川
口
久
雄
『
日
本
古
典

文
学
大
系
　
菅
家
文
草
・
菅
家
後
集
』
（
岩
波
書
店
・
一
九
六
六
年
）
に
指
摘
が
あ
る
。

（
10
） 『
新
釈
漢
文
大
系
　
白
氏
文
集
　
八
』
（
明
治
書
院
・
二
〇
〇
六
年
）
。

（
11
） 

西
本
は
、
光
孝
天
皇
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
、「
我
聖
朝
」
で
は
な
く
「
今
上
」
と
記
す
は
ず
だ
と
い
う
が
、「
聖
朝
」
で
当
代
を
意
味
す
る
の
で
、「
今
上
」

と
表
現
す
る
必
要
は
な
い
。
ま
た
、
西
本
が
あ
げ
る
『
続
日
本
紀
』
の
「
聖
朝
」
は
、
鑑
真
が
来
日
し
た
孝
謙
天
皇
の
御
代
、
あ
る
い
は
孝
謙
自
身
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を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

（
12
） 
本
序
は
、
『
本
朝
文
粋
』
巻
九
に
も
所
収
さ
れ
る
が
、
『
文
粋
』
で
は
「
聞
」
を
「
関
」
に
作
る
。
荊
楚
の
年
中
行
事
と
も
関
わ
ら
な
い
、
と
、
一

層
無
関
係
性
を
主
張
す
る
文
脈
に
な
る
。

（
13
） 

嵯
峨
の
和
詩
に
つ
い
て
は
、
後
藤
昭
雄
「
勅
撰
三
集
漢
詩
人
の
身
分
と
文
学
」
、
「
嵯
峨
天
皇
と
惟
良
春
道
」
（
『
平
安
朝
漢
文
学
史
論
考
』
勉
誠
出
版
・

二
〇
一
二
年
、
前
者
は
二
〇
〇
八
年
、
後
者
は
二
〇
〇
七
年
初
出
）
を
参
照
。
前
者
に
は
、
嵯
峨
の
和
詩
一
覧
も
あ
る
。

（
14
） 

嵯
峨
朝
文
壇
の
私
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
天
皇
と
文
壇
│
平
安
前
期
の
公
的
文
学
に
関
す
る
諸
問
題
│
」
、
「
平
安
初
期
の
文
壇
│
嵯
峨
・
淳

和
朝
前
後
│
」
（
『
天
皇
と
文
壇
　
平
安
前
期
の
公
的
文
学
』
前
掲
）
に
述
べ
た
。
但
し
、
こ
れ
ら
の
拙
稿
で
は
、
卑
位
の
官
人
と
の
唱
和
に
つ
い
て
、

宮
内
秩
序
か
ら
離
れ
た
人
格
的
結
合
と
考
え
て
い
る
が
、
今
は
、
よ
り
私
的
興
趣
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。

（
15
） 

拙
稿
「
勅
撰
集
の
編
纂
を
め
ぐ
っ
て
│
嵯
峨
朝
に
於
け
る
「
文
章
経
国
」
の
受
容
再
論
│
」（
『
日
本
古
代
の
「
漢
」
と
「
和
」│
嵯
峨
朝
の
文
学
か
ら
考
え
る
』

前
掲
）
、「
経
国
の
「
文
」
│
『
典
論
』「
論
文
」
の
受
容
と
勅
撰
集
の
成
立
│
」（
河
野
貴
美
子
他
編
『
日
本
「
文
」
学
史
第
1
冊
「
文
」
の
環
境
│
「
文

学
」
以
前
』
勉
誠
出
版
・
二
〇
一
五
年
）
。

〈
引
用
本
文
〉

菅
家
文
草
│
元
禄
十
三
年
版
本
。
日
本
古
典
文
学
大
系
本
（
岩
波
書
店
）
の
作
品
番
号
を
付
し
た

本
朝
文
粋
│
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）

類
聚
国
史
、
本
朝
続
文
粋
│
新
訂
増
補
国
史
大
系
（
吉
川
弘
文
館
）

凌
雲
集
、
経
国
集
│
小
島
憲
之
『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
』
（
塙
書
房
）

文
華
秀
麗
集
│
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）

内
宴
記
│
「
田
安
徳
川
家
蔵
『
内
宴
記
』
影
印
」
（
日
本
漢
学
研
究
4
）
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撰
集
秘
記
│
所
功
『
京
都
御
所
東
山
御
文
庫
本
撰
集
秘
記
』
（
国
書
刊
行
会
）

＊
漢
文
（
散
文
）
の
引
用
は
、
原
文
が
確
認
で
き
な
い
恐
れ
は
あ
る
が
訓
読
で
示
し
た
。
な
お
引
用
文
中
、
〈
　
〉
内
は
割
注
を
表
す
。

 

（
本
学
教
授
）


